
軽
自
動
車
検
査
協
会 

愛
知
主
管
事
務
所

☎
050（
3
8
1
6
）1
7
7
0 

　https://w
w
w
.keikenkyo.or.jp

■

市
社
会
福
祉
協
議
会
☎（
37
）3
3
1
3

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6 

■

学
校
教
育
課 

☎（
55
）7
1
3
6

企
業
誘
致
課 

☎（
55
）7
1
2
7

環
境
課 

☎(

55)

7
1
1
4

子
育
て
支
援
課 

☎（
55
）7
1
1
8

市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

☎（
55
）7
1
0
0

お知らせ お知らせ

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
子
育
て
世
帯

へ
の
経
済
的
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
て
、令

和
5
年
9
月
か
ら
市
内
小
中
学
校
の
給
食
費

の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
が
、令
和
6
年

1
月
分
か
ら
追
加
補
助
し
無
償
と
し
ま
す
。

【
給
食
費
補
助
事
業
の
対
象
と
な
る
方
】

▼
対
象
／
市
内
小
中
学
校
に
就
学
し
、学
校

給
食
の
提
供
を
受
け
て
い
る
児
童
生
徒
の
保

護
者

▼
対
象
期
間
／

令
和
5
年
9
月
〜
12
月（
一
部
補
助
）

令
和
6
年
1
月
〜
3
月（
全
額
補
助
）

▼
内
容
／
学
校
給
食
費
保
護
者
の
負
担
金
か

ら
毎
月
500
円
の
減
額
に
加
え
て
、令
和
6
年

1
月
分
か
ら
3
月
分
ま
で
を
無
償
化（
た
だ

し
12
月
分
ま
で
の
精
算
あ
り
）

▼
申
請
方
法
／
手
続
き
は
不
要
で
す
。

【
給
食
費
等
支
援
金
の
対
象
と
な
る
方
】

▼
対
象
／
市
内
小
中
学
校
に
就
学
し
て
い
る

が
、病
気
や
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
な
ど
に
よ
り

給
食
の
提
供
を
受
け
て
い
な
い
児
童
生
徒
の

保
護
者
ま
た
は
市
外
の
小
中
学
校（
私
立
の

小
中
学
校
な
ど
）へ
就
学
し
て
い
る
児
童
生

徒
の
保
護
者

▼
対
象
期
間
／

令
和
5
年
9
月
〜
12
月（
一
部
補
助
）

令
和
6
年
1
月
〜
3
月（
全
額
補
助
）

▼
申
請
方
法
／
2
月
29
日（
木
）ま
で
に
問
い

合
わ
せ
先
へ
申
請
が
必
要
で
す
。な
お
、今
年

度
、既
に
申
請
済
の
方
は
、手
続
き
不
要
で

す
。

▼
支
給
額
／

一
部
補
助
期
間

小
中
学
生
と
も
に
月
額
500
円（
上
限
額
）

全
額
補
助
期
間

小
学
生：4
千
800
円（
上
限
額
）

中
学
生：5
千
500
円（
上
限
額
）

▼
給
付
額
／
１
世
帯
あ
た
り
７
万
円

▼
対
象
世
帯
／
令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
均

等
割
非
課
税
世
帯（
令
和
５
年
12
月
１
日
現

在
愛
西
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
者
）

▼
支
給
対
象
者
／
対
象
世
帯
の
世
帯
主

▼
支
給
手
続
き
／
支
給
の
お
知
ら
せ
、も
し

く
は
申
請
書
を
対
象
者
へ
順
次
送
付
い
た
し

ま
す
。

支
給
の
お
知
ら
せ
の
内
容
に
変
更
が
な
い

場
合
は
、手
続
き
は
不
要
で
す
。ま
た
、令
和

５
年
１
月
２
日
以
降
に
愛
西
市
へ
転
入
し
た

方
が
い
る
世
帯
や
税
の
修
正
申
告
な
ど
に
よ

り
非
課
税
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
等
は
、本
人

確
認
書
類
、通
帳
の
コ
ピ
ー
、住
民
税
非
課
税

証
明
書
を
添
え
て
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、順
次
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限
／
３
月
15
日（
金
）ま
で（
必
着
）

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税
申
告
な
ど
の
関

係
か
ら
、軽
自
動
車
の
名
義
変
更
、廃
車
の
届

出
が
集
中
し
、窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

名
義
変
更
、廃
車
の
届
出
は
、3
月
中
旬
頃

ま
で
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

届
出
手
続
き
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
は
愛

知
主
管
事
務
所
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
実
施
日
／
5
月
13
日（
月
）〜
17
日（
金
）・

20
日（
月
）

▼
対
象
者
／

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
で
要
介

護
1
か
ら
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
要
介

護
1
か
ら
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
身
体
障
害
者（
児
）【
身
体
障
害
者
手
帳
1
ま

た
は
2
級
】

・知
的
障
害
者（
児
）【
療
育
手
帳
Ａ
判
定
】

・
精
神
障
害
者（
児
）【
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
1
級
】

※
2
月
1
日（
木
）現
在
、該
当
す
る
こ
と

▼
申
し
込
み
／
2
月
1
日（
木
）か
ら
22
日

（
木
）ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
各
支

所
へ

※
以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
も
毎
回
申
請

が
必
要
で
す
。

▼
持
参
す
る
も
の
／
介
護
保
険
被
保
険
者
証

ま
た
は
該
当
す
る
障
害
関
係
手
帳

▼
取
扱
寝
具
／
掛
ふ
と
ん
、敷
ふ
と
ん
、毛

布
、シ
ー
ツ
の
中
か
ら
合
計
4
点
ま
で

※
同
一
種
類
は
2
点
ま
で

▼
利
用
料
／
無
料

※
実
施
日
の
午
前
中
に
お
預
か
り
し
、原
則

当
日
中
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
令
和
5
年
6
月
14
日
〜
7
月
14
日
に
募
集

し
ま
し
た
、次
の
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う

「
指
定
管
理
者
」が
決
定
し
ま
し
た
。

『
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
』

に
よ
り
廃
棄
物
の
屋
外
焼
却（
野
焼
き
）は
禁

止
で
す
！

▼
禁
止
行
為
／

・ご
み
を
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ
て
燃
や
す

・穴
を
掘
っ
て
燃
や
す

・
ブ
ロ
ッ
ク
積
み
の
炉
、家
庭
用
の
焼
却
炉
や

ド
ラ
ム
缶
、一
斗
缶
な
ど
で
燃
や
す

※
違
反
す
る
と
5
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
1

千
万
円
以
下
の
罰
金
も
し
く
は
そ
の
併
科
に

処
せ
ら
れ
ま
す
。家
庭
ご
み
は
市
の
ご
み
収

集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
法
律
で
例
外
と
さ
れ
て
い
る
焼
却
の
例
】

・
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行

う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

（
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
地
域
行
事
に
お
け
る

焼
却
な
ど
）

・
農
業
、林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や

む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物

な
ど
の
焼
却

（
害
虫
駆
除
の
た
め
の
稲
わ
ら
焼
却
な
ど
）

※
廃
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
の
焼
却
は
不
可

・
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通

常
行
わ
れ
る
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

（
た
き
火
、キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
で
の
木
く

ず
の
焼
却
な
ど
）

※
軽
微
な
も
の
と
は
、煙
や
臭
い
な
ど
が
近

所
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
少
量
な
も
の
で
、周

辺
地
域
の
生
活
環
境
に〝
著
し
い
影
響
〞を
与

え
な
い
焼
却

【
快
適
な
生
活
環
境
の
維
持
確
保
の
お
願
い
】

焼
却
の
例
外
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、風
向
き
や
燃
や
さ
れ
る
量
、時
間

帯
な
ど
に
よ
り
近
隣
住
民
か
ら「
煙
が
く
さ

い
」「
洗
濯
物
に
臭
い
が
つ
く
」な
ど
の
連
絡

が
あ
り
ま
す
と
、軽
微
な
も
の
と
は
み
な
さ

れ
ず
、行
政
指
導
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、周
辺
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、火
災
の

原
因
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
例
外
行
為
で
あ
っ
て
も
焼
却
を
さ
れ
る
方

の
都
合
だ
け
で
は
な
く
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
愛
西
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例
を
令

和
6
年
1
月
1
日
よ
り
施
行
し
、工
場
立
地

法
に
よ
る
緑
地
な
ど
の
設
置
基
準
を
緩
和
し

ま
し
た
。事
業
の
拡
大
や
新
規
立
地
の
際
の

ご
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
／
敷
地
面
積
が
9
0
0
0
㎡
以
上
ま

た
は
建
築
面
積
の
合
計
3
0
0
0
㎡
以
上
の

製
造
業
な
ど
に
係
る
工
場
ま
た
は
事
業
所

（
特
定
工
場
）

▼
内
容
／
対
象
区
域
に
お
け
る
緑
地
・
環
境

施
設（
※
1
）の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
や

重
複
緑
地（
※
2
）の
基
準
を
、国
が
定
め
る

基
準
に
代
え
て
表
の
と
お
り
定
め
ま
す
。

▼
そ
の
他
／
緑
地
率
な
ど
の
緩
和
に
合
わ
せ

て
、市
の
考
え
方
を
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。な
お
、ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

社会福祉法人白百合福祉会八輪子育て支援センター

社会福祉法人西川端保育園西川端児童館

ホーメックス株式会社
名古屋支店 北河田児童館

社会福祉法人市江福祉会 市江児童館
令和6年4月1日から
令和11年3月31日まで
（5年間）

社会福祉法人美和多福祉会佐屋西児童館

指定期間指定管理者施設名

市が定める基準

市街化調整区域
10％以上5％以上

工業地域 50％以内

15％以上10％以上準工業地域

重複緑地算入率※3環境施設面積率緑地面積率対象区域

※1　環　境　施　設…緑地およびこれに類する施設で工場周辺地域の生活環境保持に寄与するよう
に管理がなされるもの（噴水、運動施設、太陽光発電施設など）

※2　重　複　緑　地…他の施設と重なって設置する緑地（緑化駐車場、建築物の屋上緑化や壁面緑化など）
※3　重複緑地算入率…緑地面積に含めることが出来る重複緑地の割合

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/ 広報あいさい 2024.2 10広報あいさい 2024.211

健
康
ガ
イ
ド

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

ス
ポ
ー
ツ

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録


